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 コミュニティ・スクール指定校には、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第５

項」に以下の権限が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の任用にかかわる意見とは、具体的に以下の通りです。  

➡意見を述べる対象事項としては、主にその学校の基本的な方針を踏まえて、実現しようとする教育

目標・内容等に適った教職員の配置を求めること、すなわち、採用、昇任、転任に関する事項であ

り、分限処分、懲戒処分、勤務条件の決定などに関する事項は含まれません。学校運営協議会で共

有している目標やビジョンに沿って、「こんな先生に来てもらいたい」と言った意見に限られるも

のです。 

 【例】  
・地域連携の核となる「社会教育主事」の資格を有する教員の配置を要望 
・小学校における外国語活動の充実のために「中・高の英語の免許」を持った教員の配置を要望 
・若手教職員の人材育成のために、「学年主任ができるリーダー性を持った教員」の配置を要望 

    
 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）について 
 学校運営協議会は、保護者や地域住民などから構成され、学校運営の基本方針を承認したり、教

育活動などについて意見を述べたりするといった取り組みが行われます。学校運営協議会の主な役

割として次の３つがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・校長の作成する学校運営の基本方針を承認する            （必須） 

・学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること（任意） 

・教職員の任用に関して、教育委員会に意見が述べることができること  （任意） 

 ➡保護者や地域の方の意見を的確に学校運営に反映させるためには、その方針を実現

するにふさわしい教員の配置がきわめて重要であることから、学校運営協議会は、

教職員の人事に関して、任命権者に直接意見を述べることができる仕組みとなって

います。 


